
續
日
本
紀
巻
第
十
二
　
起
二

天
�
七
年
正
月
一

盡
二

九
年
十
二
月
一

從
四
位
下
行
民
部
大
輔
�
左
兵
衛
督
皇
太
子
學
士
臣
菅
野
朝
臣
眞
�
等
奉
　
�
撰

天
璽
國
押
開
豊
櫻
�
天
皇
　
聖
武
天
皇

〔
乙
亥
〕

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ

七
年
春
正
月
戊
午
朔
。
天
皇
御
二

中
宮
一

宴
二

侍
臣
一。
�
饗
二

五
位
已
上
於
�
堂
一。

丁
亥
朔
　
十
七

　
　
ノ

　
　
ル
　
　
ニ

二
月
癸
夘
。
新
羅
使
金
相
貞
等
入
レ

京
。

廿
七

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ　　
　
　
ハ
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
　
ル
ニ

癸
丑
。
�
二

中
�
言
正
三
位
多
治
比
眞
人
縣
守
於
兵
部
曹
司
一。
問
二
　

新
羅
�
入
�
之
旨
一。
而
　

新
羅

　
　
チ
　
　
　
メ
テ

　
　
ヲ
　
　
フ

　
　
ト　
　
テ
　
　
ニ　
　
シ　
　
　
ソ
ク　
　
ノ　
　
ヲ

國
輙
改
二

本
號
一

曰
二

王
城
國
因
レ

�
�
二

却
　

其
�
。

丁
巳
朔
　
十
　

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
テ　
　
ム

　
　
ヲ

三
月
丙
寅
。
入
唐
大
使
從
四
位
上
多
治
比
眞
人
廣
成
�
自
二

唐
國
一

至
�
二

�
刀
一。

廿
五

　
　
ス

辛
巳
。
�
�
。

丙
戌
朔
　
廿
三

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

夏
四
月
戊
申
。
授
二

无
位
長
田
王
。
池
田
王
並
從
四
位
下
。
正
四
位
下
百
濟
王
南
典
。
從
四
位
上

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

多
治
比
眞
人
廣
成
並
正
四
位
上
。正
五
位
上
粟
田
�
臣
人
上
從
四
位
下
。從
五
位
下
阿
倍
�
臣
粳

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

虫
從
五
位
上
。
正
六
位
上
石
河
�
臣
年
足
。
多
治
比
眞
人
伯
。
百
濟
王
慈
敬
。
阿
倍
�
臣
繼
�
呂

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

並
從
五
位
下
。
外
從
五
位
下
秦
忌
寸
�
元
外
從
五
位
上
。
外
正
六
位
上
上
毛
野
�
臣
今
具
�
呂
。

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

ヤ
コ
ノ
フ
ヒ
ト
〔
印
〕 　

　
ニ　
　
ニ

　
　
ヲ

正
六
位
上
土
師
宿
祢
五
百
村
。
城
上
�
眞
立
。
陽
侯
�
眞
身
並
外
從
五
位
下
一。

廿
六

　
　
ノ

　
　
ス

辛
亥
。
入
唐
留
學
生
從
�
位
下
下
�
�
臣
眞
・
�
獻
二

唐
禮
一
百
卅
�
。
太
衍
�
經
一
�
。
太
衍

　
　
ヲ

�
立
成
十
二
�
。
測
レ

影
�
尺
一
枚
。
銅
律
管
一
部
。
�
如
方
�
寫
律
管
聲
十
二
條
。
樂
書
要
�

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
　
ハ
シ　
　
ヲ
　
　
　
レ
ル

　
　
ヲ

十
�
。
絃
纏
漆
角
弓
一
張
。
馬
上
飮
水
漆
角
弓
一
張
。
露
レ

面
漆
二

四
�
一

角
弓
一
張
。
射
甲
�
廿

イ
タ
ツ
キ
〔
印
〕

　
　
ノ

　
　
ヲ

隻
。
�
射
�
十
隻
一。

丙
辰
朔
　
四
　

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ　
　
シ

五
月
己
未
。
夜
天
衆
星
�
錯
乱
行
　

无
二

常
�
一。

五
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ　
　
　
玉
フ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
シ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
ブ
　
　
ヲ

　
　
ニ

庚
申
。
　
天
皇
御
二

北
松
林
一

覽
二

騎
射
一。
入
唐
廻
�
及
唐
人
奏
二

唐
國
新
羅
樂
一

裃
レ

槍
。
五
位
已
上

　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

賜
レ
　

�
有
レ

差
。

七
　

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
カ

　
　
ヲ

壬
戌
。
入
唐
使
獻
二

�
�
秦
大
�
呂
問
�
六
�
。

二
十

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
テ　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
リ

　
　
ハ　
　
ス　
　
　
シ
テ　
　
ニ　
　
レ

乙
亥
。
畿
�
及
七
�
�
國
。
・
外
散
位
及
�
位
始
作
二

定
額
一。
國
別
有
レ

差
。
自
餘
聽
二

准
レ

格
納
レ

　
　
ヲ

　
　
　
　
　
グ
コ
ト
ヲ　　
ヲ

資
續
一レ
　

�
。



廿
一

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ク
　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
ン
テ

　
　
ノ
　
　
　
ヨ
リ

カ
タ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
ル

　
　
ヲ

丙
子
。
制
。
畿
�
七
�
�
國
。
�
下

除
二

國
擬
一

外
。
別
簡
二

�
波
�
廷
　

以
�
。
譜
第
重
大
　

四
五
人

　
　
フ

　
　
ニ

モ
シ　　
　
ラ
ハ

　
　
　
シ
ト

　
　
ニ

　
　
　
　
エ
タ
ル　
　
ニ

　
　
ヘ

　
　
ニ　
　
テ

一

副
上
レ

之
。
如
有
下

雖
レ

无
二

譜
第
一。
而
身
才
�
倫
。
�
�
�
聞
レ
　

衆
�
上
。
別
�
亦
副
。
並
附
二

�
集

　
　
ニ
　
　
シ　
　
レ

　
　
ノ　
　
ハ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
　
メ
ヨ

　
　
ニ

�
一

申
�
。
其
身
限
二

十
二
月
一
日
一。
集
二

式
部
省
一。

廿
三

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ラ

　
　
　
　
ク
シ
テ

　
　
ニ
　
　
タ
　
　
ハ　
　
　
　
　
ナ
ル
コ
ト

コ
ノ
コ
ロ

　
　
ニ　
　
テ

戊
寅
。
　
�
。
�
以
二

寡
�
一

臨
二

馭
万
姓
一。
自
�
二
　

治
機
一

未
レ

克
二

寧
濟
一。
　
　

廼
�
災
異
頻
興
。

　
　
ホ　
　
ル

　
　
　
　
ト
シ
テ

　
　
リ
　
　
モ

　
　
　
フ
ニ
　
　
　
ウ
シ　
　
ヲ
　
　
　
ミ
テ　
　
ヲ　
　
テ
　
　
　
セ
ン

　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
リ

咎
徴
仍
見
。
戰
々
兢
々
。
責
在
レ

予
矣
。
思
　

�
レ

死
愍
レ

窮
以
存
二

�
恤
一。
可
レ

大
二

赦
天
下
一。
自
二

天

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ク

　
　
　
セ
ヨ　
　
ヲ

　
　
ノ

�
七
年
五
月
廿
三
日
昧
爽
一

已
�
大
辟
罪
已
下
。
咸
赦
二

除
　

之
一。
其
犯
�
虐
。
故
殺
人
。
謀
殺
々

　
　
ノ

　
　
ム
　
　
ヲ

　
　
　
ス
ル

　
　
ヒ

　
　
ノ　
　
ハ
　
　
ル
　
　
サ

　
　
ニ

　
　
ラ
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
シ

訖
。
監
臨
主
守
自
�
。
レ々

�
二

監
臨
一。
�
�
竊
�
及
常
赦
�
レ

不
レ

�
。
並
不
レ

在
二

赦
限
一。
但
私
鑄

　
　
ノ

　
　
ン
　
　
ニ　
　
ハ　
　
セ

　
　
ヲ
　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ハ　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
　
　
　
ニ
ハ

�
人
。
罪
入
レ

死
�
降
二

一
�
一。
其
京
及
畿
�
二
監
高
年
鰥
寡
�
獨
篤
疾
等
。
不
レ

能
二

自
存
一
　
　

�
。

　
　
リ　
　
　
ヘ
ヨ

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ハ

　
　
ノ　
　
　
ス
ル

量
二

加
　

賑
恤
一。
百
�
已
上
　

穀
一
石
。
八
十
已
上
　

穀
六
斗
。
自
餘
穀
四
斗
。」
�
國
�
レ

貢
　

力
�
。

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ニ
　
　
シ
　
　
ノ　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
　
テ
ヨ

　
　
ニ

自
レ

今
以
後
。
准
二

仕
丁
例
一

�
二

其
�
�
一。
�
給
二

田
二
町
一

以
�
二

養
物
一。

廿
四

　
　
テ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ
　
　
　
ナ
リ

　
　
シ

　
　
ヲ

己
夘
。
於
二

宮
中
及
大
安
。
藥
師
。
元
興
。
興
�
四
寺
一。
轉
二

讀
　
大
般
若
經
一。
爲
下

�
二

除
災
�
一。

　
　
　
　
セ
ン
ガ

　
　
ヲ

安
中

寧
　
國
家
上

也
。

乙
酉
朔
　
五
　

　
　
　
シ
テ　　
　
ク
　
　
ニ
　
　
　
シ
テ
　
　
　
ス
ル　
　
ヲ　
　
ハ

　
　
ニ

　
　
　
ラ　
　
ス

　
　
ク
　
　
ム
　
　
　
　
ヲ
シ
テ
　
　
　
メ
テ　
　
ヘ

六
月
己
丑
。
　
�
　

曰
。
先
令
　

�
レ

寺
�
。
自
レ

今
以
後
。
�
不
レ

�
レ

�
。
�
レ

令
三

寺
々
　
務
　

加

　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
　
ラ
ハ
　
　
　
シ
テ

　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
セ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ニ
　
　
　
セ
ヨ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
セ　
　
リ
　
　
　
ヲ
ハ
　
　
レ　
　
　
ハ
サ

　
　
ヲ

二

修
�
一。
若
有
下

懈
怠
　

不
上
レ

肯
二

�
成
一

�
。
准
レ

�
�
レ

之
。
其
�
�
�
訖
。
不
レ

煩
二

�
拆
一。

甲
寅
朔
　
廿
六

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ　
　
ス

　
　
ヲ

秋
七
月
己
夘
。
大
隅
。
�
�
二
國
隼
人
二
百
九
十
六
人
。
入
�
　

貢
二

�
物
一。

廿
七

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
カ　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ス　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ス
コ
ト
ヲ

　
　
ト

庚
辰
。
依
二

忌
部
宿
祢
虫
名
。
烏
�
呂
等
訴
一。
申
二

�
　

時
々
記
一。
聽
下

差
二

忌
部
等
一

爲
中
　
　

�
帛
�

上。甲
申
朔
　
二
　

　
　
ス

�
月
乙
酉
。
太
白
与
二

辰
星
一

相
犯
。

八
　

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ヲ

辛
夘
。
　
天
皇
御
二

大
極
殿
一。
大
隅
。
�
�
二
國
隼
人
�
奏
二

方
樂
一。

九
　

　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
リ

壬
辰
。
賜
二

二
國
隼
人
三
百
八
十
二
人
�
�
�
一。
各
有
レ

差
。

十
二

　
　
　
シ
テ　
　
ク

カ
ク　
　
ク

コ
ノ
コ
ロ

　
　
　
ス
ル
　
　
　
シ
ト

　
　
ス

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
　
ン
ト

　
　
ヲ

　
　
ヲ　
　
テ

乙
未
。
　
�
�

曰
。
如
聞
。
比
日
大
宰
府
疫
死
　

�
多
。
思
下

欲
救
二

療
　

疫
氣
一

以
濟
中

民
命
上。
是
以
。

　
　
テ
　
　
ヲ　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
メ
ニ　
　
ノ
　
　
　
セ
ン

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
　
　
マ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
テ　　
シ
テ
　
　
ヲ

奉
二

�
彼
部
�
�
一。
爲
レ

民
�
�
　

焉
。
�
府
大
寺
及
別
國
�
寺
。
讀
二
　

金
剛
般
若
經
一。
仍
�
下
レ

�

　
　
シ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
ヘ

　
　
ヲ

　
　
ノ
　
　
　
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ク
ハ

　
　
ラ　
　
　
　
ミ
シ
テ
　
　
　
シ
テ　
　
　
　
セ
シ
ム

賑
二

給
疫
民
一。
�
加
中

湯
藥
上。
�
其
長
門
　
以
�
　

�
國
守
若
　

介
專
齋
戒
　
�
饗
　

祭
祀
。

廿
三

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ク
　
　
　
セ
リ

　
　
ノ

　
　
　
ス
ト
　
　
　
ン
ト

　
　
ヲ

　
　
ス
　
　
ヲ

丙
午
。
大
宰
府
言
。
管
�
�
國
疫
瘡
大
發
。
百
姓
悉
臥
。
今
年
之
間
欲
レ

停
二

貢
�
一。
許
レ

之
。

癸
丑
朔
　
廿
八

　
　
　
ヨ
リ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ヲ
　
　
ノ

　
　
　
テ　
　
ニ

　
　
フ

九
月
庚
辰
。
先
レ

是
。
美
作
守
從
五
位
下
阿
部
�
臣
帶
�
呂
等
故
二

殺
四
人
一。
其
族
人
詣
レ

官
申
訴
。

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ノ

而
　

右
大
弁
正
四
位
下
大
�
宿
祢
�
足
。
中
弁
正
五
位
下
高
橋
�
臣
安
�
呂
。
少
辨
從
五
位
上
縣



　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

犬
養
宿
祢
石
次
。
大
�
正
六
位
下
�
井
�
�
會
。
從
六
位
下
板
茂
�
安
�
呂
。
少
�
正
七
位
下
志

　
　
ノ

　
　
　
　
セ
ラ
ル
　
　
　
ル
ニ
ヲ
サ
メ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
ニ　
　
ル

　
　
テ

　
　
ニ　
　
ム

貴
�
廣
田
等
六
人
坐
レ
　

不
レ
　

理
二

訴
人
事
一。
於
レ

是
下
二

�
司
一

科
斷
。
承
伏
�
訖
。
有
レ

　
詔
並
宥

之
。

三
十

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　　
　
シ
テ

壬
午
。
一
品
新
田
部
親
王
薨
。
�
二

從
四
位
下
高
安
王
等
一

監
二

護
　
葬
事
一。
�
　
詔
。
�
二

一
品
�

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ハ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

人
親
王
一

就
レ

第
弔
レ
　

之
。
親
王
天
渟
中
原
瀛
眞
人
天
皇
之
第
七
皇
子
也
。

癸
未
朔
　
五
　

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
　
セ
ハ

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
テ

　
　
ヲ　
　
　
セ
ヨ　
　
ト

　
　
シ
　
　
　
ラ
ハ
　
　
メ
ヨ

�
十
月
丁
亥
。
　
詔
。
親
王
薨
　

�
�
二

七
日
一

供
齋
。
以
二

�
一
百
人
一

爲
レ

限
。
七
七
齋
訖
　

�
停

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ト　
　
ヘ
　
　
ヲ

レ

之
。
自
レ

今
以
後
爲
レ

例
行
レ

之
。

壬
子
朔
　
八
　

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
　
シ
テ　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
　
　
ラ
シ
ム

　
　
ノ

十
一
月
己
未
。
正
四
位
上
賀
茂
�
臣
比
賣
卒
。
　
�
　

以
二

散
一
位
葬
儀
一

�
�
之
。
天
皇
之
外
�

　
　
　
ナ
リ

母
也
。

十
四

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
テ

　
　
ノ

 

　
ヲ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ス

乙
丑
。
知
太
政
官
事
一
品
�
人
親
王
薨
。
�
下
二

從
三
位
鈴
鹿
王
�
一

監
中

護
　
葬
事
上。
其
儀
准
二

太

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ク

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
ヘ
シ
メ

政
大
臣
一。
命
二

王
親
男
女
一。
悉
會
二
　

葬
處
一。
�
二

中
�
言
正
三
位
多
治
比
眞
人
縣
守
�
一

就
レ

第
宣
レ

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
ヲ

　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

詔
。
�
二

太
政
大
臣
一。
親
王
　
天
渟
中
原
瀛
眞
人
天
皇
之
第
三
皇
子
也
。

　
　
　
　
　
セ
ル
コ
ト

閏
十
一
月
壬
午
朔
。
日
有
レ

�
�
　

之
。

八
　

　
　
ノ

　
　
ス

己
丑
。
宮
�
�
從
四
位
下
高
田
王
卒
。

十
七

　
　
　
　
ス
ラ
ク　
　
テ

　
　
　
ハ
レ

　
　
　
ル
ヲ　
　
マ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
リ

戊
戌
。
　
詔
。
以
二

災
變
數
見
。
疫
癘
不
一レ

已
。
大
二

赦
天
下
一。
自
二

天
�
七
年
閏
十
一
月
十
七
日

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ク

　
　
ト

　
　
ヒ

　
　
ノ

昧
爽
一

以
�
大
辟
罪
以
下
。
罪
無
二

輕
重
一。
已
發
覺
未
發
覺
。
已
結
正
未
結
正
。
及
犯
�
虐
。
常
赦

　
　
モ

　
　
サ

　
　
ク

　
　
ス　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ハ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
ノ
　
　
　
　
　
ヘ
キ
ヲ
ハ　
　
ル

�
レ

不
レ

�
。
咸
赦
二

除
之
一。
其
私
鑄
�
。
�
�
�
竊
�
。
並
不
レ

在
二

赦
限
一。
但
鑄
�
之
徒
應
レ

　
入

　
　
ニ

　
　
セ

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ヒ

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

二

死
罪
一

各
降
二

一
等
一。
高
年
百
�
以
上
　

賜
二

穀
三
石
一。
九
十
以
上
　

穀
二
石
。
�
十
以
上
　

穀
一
石
。

　
　
ハ
　
　
　
シ
テ　
　
ノ

　
　
ニ　
　
　
マ
テ　
　
ヲ

　
　
　
　
ラ
シ
ム
　
　
　
コ
ト

　
　
ノ

　
　
ル
　
　
ハ　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト　
　
ハ

孝
子
順
孫
。
義
夫
�
�
表
二

其
門
閭
一。
�
レ

身
勿
レ
　

事
。
鰥
寡
�
獨
篤
疾
之
徒
不
レ

能
二

自
存
一
　
　

�
。

　
　
ノ

　
　
リ　
　
　
ヘ
ヨ

　
　
ヲ

�
在
官
司
量
二

加
　

賑
恤
一。

十
九

　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

庚
子
。
�
置
二

鑄
�
司
一。

廿
一

　
　
　
テ　
　
ニ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ　
　
ク

　
　
　
ミ
テ

　
　
ヲ

壬
寅
。
　
天
皇
臨
レ

�
召
二

�
國
�
集
使
等
一。
中
�
言
多
治
比
眞
人
縣
守
宣
レ

　
�
曰
。
�
�
二

�
�

　
　
　
シ
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
　
　
ス
ル
ハ

　
　
ニ　
　
　
カ
ニ　
　
リ

　
　
モ

　
　
ハ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
メ

　
　
ヲ

　
　
ハ　
　
テ

　
　
ニ

一

任
　

爲
二

國
司
一。
奉
二

�
�
條
章
一

僅
　

有
二

一
兩
人
一。
而
或
人
以
二

�
事
一

求
二

聲
譽
一。
或
人
背
二

�
家

　
　
フ

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ス

　
　
　
カ
ラ
　
　
　
カ
ス

　
　
ル
　
　
ヲ

一

向
二

私
業
一。
�
レ

此
。
比
年
國
�
�
損
。
百
姓
困
乏
。
理
不
レ

合
レ

然
。
自
レ

今
以
後
。
�
恪
奉
レ

法

　
　
ハ

　
　
シ　
　
ヲ

　
　
　
ナ
ル　
　
ハ

　
　
　
セ
ン　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
シ

　
　
ク
　
　
テ
　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ム

�
褒
二

賞
之
一。
懈
怠
無
�
　

�
貶
二

黜
　

之
一。
�
下

知
二

斯
意
一

各
自
努
力
上。

　
　
ノ

　
　
ル

　
　
リ
　
　
　
　
ル
マ
テ　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
　
ス
ル

　
　
シ

是
�
。
年
頗
不
レ

稔
。
自
レ

夏
至
レ
　

�
。
天
下
患
二

豌
豆
瘡
一

【
俗
曰
二

裳
瘡
一。】
夭
死
　

�
多
。



〔
丙
子
〕

辛
巳
朔
　
十
七

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

八
年
春
正
月
丁
酉
。
　
天
皇
宴
二

羣
臣
於
南
殿
一。
賜
レ
　

�
有
レ

差
。

廿
八

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

戊
申
。
授
二

正
六
位
上
坂
上
忌
寸
犬
養
外
從
五
位
下
一。

廿
一

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

辛
丑
。
　
天
皇
臨
レ

�
。
授
二

從
四
位
上
紀
�
臣
男
人
正
四
位
下
。
從
五
位
上
石
川
�
臣
夫
子
。
正

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

五
位
下
石
上
�
臣
�
雄
並
正
五
位
上
。從
五
位
下
�
勢
�
臣
奈
�
�
呂
。從
五
位
上
石
上
�
臣
乙

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

�
呂
並
正
五
位
下
。
從
五
位
下
賀
茂
�
臣
助
從
五
位
上
。
外
從
五
位
下
三
國
眞
人
廣
庭
。
當
�
眞

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

人
鏡
�
呂
。
下
毛
野
�
臣
帶
足
。
正
六
位
上
石
川
�
臣
東
人
。
多
治
比
眞
人
國
人
。
百
濟
王
孝
忠

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

並
從
五
位
下
。
正
六
位
上
波
多
�
臣
古
�
呂
。
田
口
�
臣
三
田
次
。
紀
�
臣
必
登
。
田
中
�
臣
三

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

上
。
�
勢
�
臣
首
名
。
阿
倍
�
臣
車
借
。
佐
伯
宿
祢
�
�
呂
。
土
師
宿
祢
�
�
呂
。
丹
比
宿
祢
人

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ヲ

足
。
正
六
位
下
下
�
�
臣
眞
�
。
正
六
位
上
大
藏
忌
寸
廣
足
並
外
從
五
位
下
一。

辛
亥
朔
　
七
　

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ノ

二
月
丁
巳
。
入
唐
學
問
�
玄
�
法
師
。
施
二

封
一
百
�
。
田
一
十
町
。
扶
�
�
子
�
人
。
律
師
�

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ヲ

慈
法
師
。
扶
�
�
子
六
人
一。

廿
八

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

戊
寅
。
以
二

從
五
位
下
阿
倍
�
臣
繼
�
呂
一。
爲
二

�
新
羅
大
使
一。

　
　
ノ

　
　
ス　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ニ

三
月
辛
巳
朔
。
行
二

幸
甕
原
離
宮
一。

五
　

　
　
ル
　
　
ニ

乙
酉
。
車
駕
�
レ

宮
。

二
十

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
ハ

 

　
テ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
テ
　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
テ

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
　
　
セ
ン
ト
云

庚
子
。
太
政
官
奏
。
�
國
�
田
。
國
司
隨
二

�
土
沽
價
一

賃
租
。
以
二

其
價
一

�
二

太
政
官
一。
以
供
二
　

　
　
ニ

　
　
ス

�
廨
一。
奏
可
之
。

庚
戌
朔
　
十
七

　
　
ノ

　
　
ス
　
　
ヲ

夏
四
月
丙
寅
。
�
新
羅
使
阿
倍
�
臣
繼
�
呂
等
�
レ

�
。

廿
九

　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
リ

戊
寅
。
賜
二
　

陸
�
出
�
二
國
有
レ

功
郡
司
及
俘
囚
廿
七
人
�
一

各
有
レ

差
。

　
　
　
　
　
セ
ル
コ
ト

五
月
庚
辰
朔
。
日
有
レ

�
�
　

之
。

十
二

　
　
ノ　
　
ノ　
　
ハ

　
　
サ

　
　
サ

　
　
ハ　
　
サ

　
　
サ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
ト

辛
夘
。
�
國
�
布
。
長
二
�
�
尺
。
闊
一
尺
九
寸
。
庸
布
長
一
�
四
尺
。
闊
一
尺
九
寸
。
爲
レ

端

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
ノサ

ヨ
ミ
〔
印
〕

　
　
ハ

　
　
ヒ　
　
ス
　
　
ヲ　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
　
セ
シ
ム

貢
　
之
。
常
陸
�
布
。
上
�
望
�
細
貲
。
安
�
細
布
及
出
レ

�
�
庸
布
。
依
レ

舊
貢
　
之
。

十
七

　
　
キ　
　
ヨ
リ　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ　
　
ハ

丙
申
。
先
レ

是
　

有
レ

　
�
。
�
國
司
�
除
二

�
廨
田
�
力
借
�
一

之
外
。
不
レ

得
二

�
�
一
　
　
　

�
。
大

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
リ

　
　
ヲ　
　
　
ン
ヌ
　
　
シ　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
ニ　
　
フ

宰
管
�
諸
國
已
蒙
二

處
�
一

訖
。
但
府
官
人
�
。
任
在
二

邊
要
一

�
同
二

京
官
一。
因
レ

此
別
給
二

仕
丁
�

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
レ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ニ

　
　
フ

　
　
ヲ
　
　
ハ　　
ル
ス

廨
�
一。
亦
漕
�
之
物
。
色
數
立
レ

限
。
�
一
任
之
�
不
レ

得
レ

�
二

關
　
　
�
部
一。
但
買
二

衣
食
一

�
聽

　
　
ヲ

レ

之
。

己
酉
朔
　
廿
七

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ニ

六
月
乙
亥
。
　
行
二

幸
芳
野
離
宮
一。



戊
寅
朔
　
十
　

　
　
　
シ
テ　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ヲ

秋
七
月
丁
亥
。
　
詔
　

賜
二

芳
野
監
及
側
�
百
姓
物
一。

十
三

　
　
ル
　
　
ニ

庚
寅
。
　
車
駕
�
レ

宮
。

十
四

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
　
カ
ラ

　
　
タ

　
　
ス

　
　
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
玉
ハ
ン
コ
ト
ヲ　
　
ク
オ
ホ
ン
タ
メ
ニ

辛
夘
。
　
詔
　

曰
。
比
來
。
太
上
天
皇
�
膳
不
レ

安
。
�
甚
惻
隱
。
思
二

欲
�
復
一。
　
　
�
下

奉
爲

　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ
　
　
　
ラ
ン
　
　
　
ニ
ハ　
　
　
セ
ヨ

度
二

一
百
人
一。
�
下
四
大
寺
　
七
日
行
�
上。
�
京
畿
�
及
七
�
�
國
百
姓
�
�
尼
有
レ

病
�
。
給
二

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ニ
ハ

湯
藥
食
粮
一。
高
年
百
�
以
上
　

穀
人
　
四
石
。
九
十
以
上
　

三
石
。
�
十
以
上
　

二
石
。
七
十
以
上

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
　
　
　
ニ
ハ

　
　
テ

　
　
　
　
ヘ
シ
ム

　
　
ヲ

一
石
。
鰥
寡
�
獨
癈
疾
篤
疾
不
レ

能
二

自
存
一
　
　

�
。
�
司
量
加
二
　

賑
恤
一。

戊
申
朔
　
廿
三

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
井
テ

　
　
ヲ
　
　
ス
　
　
ヲ

�
月
庚
午
。
入
唐
副
使
從
五
位
上
中
臣
�
臣
名
代
等
�
二

唐
人
三
人
波
斯
人
一
人
一

�
レ

�
。

丁
未
朔
　
二
　

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ヲ

�
十
月
戊
申
。
施
二

唐
�
�
�
。
波
羅
門
�
菩
提
・
等
時
�
一。

廿
二

　
　
　
シ
テ　
　
ク

カ
ク　
　
ク

　
　
ノ　
　
　
ス
ル

　
　
シ

　
　
　
カ
ラ

シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

戊
辰
。
　
詔
　

曰
。
如
聞
。
比
年
大
宰
�
レ

管
　

�
國
。
�
事
稍
繁
。
�
�
不
レ

少
。　
加

以
。
去

　
　
　
　
ア
ツ
テ

　
　
テ　
　
ミ

　
　
テ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
　
ナ
ラ
　
　
ク　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ム

　
　
カ

　
　
ヲ

�
疫
瘡
。
男
女
惣
困
。
農
事
有
レ

廢
。
　
五
穀
不
レ

饒
。
�
下

�
二

今
年
田
租
一

令
上
レ

續
二

民
命
一。

廿
七

　
　
ル
　
　
ニ

　
　
リ

癸
酉
。
夜
。
太
白
入
レ

月
。
星
有
レ

光
。

丙
子
朔
　
三
　

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

モ
ト
ノ

十
一
月
戊
寅
。
　
天
皇
臨
レ

�
。
　
詔
　

授
二

入
唐
副
使
從
五
位
上
中
臣
�
臣
名
代
從
四
位
下
一。
故

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ル

　
　
ヲ

　
　
ノ

�
官
正
六
位
上
田
口
�
臣
養
年
富
。
紀
�
臣
馬
主
並
�
二

從
五
位
下
一。
准
�
官
從
七
位
下
大
�
宿

　
　
ニ

　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

祢
首
名
。
唐
人
皇
甫
東
�
。
波
斯
人
李
密
�
�
授
レ
　

位
有
レ

差
。

十
一

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ツ
テ　
　
ヲ　
　
ク

　
　
ス

　
　
ル

モ
ト
ノ

丙
戌
。
從
三
位
�
城
王
。
從
四
位
上
佐
爲
王
等
上
レ

表
曰
。
臣
�
城
�
言
。
去
天
�
五
年
。
故
知

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ　
　
ク

ナ
ラ
ク

　
　
　
フ
ト　
　
テ

太
政
官
事
一
品
�
人
親
王
。
大
�
軍
一
品
新
田
部
親
王
宣
レ

　
�
曰
。
聞
�
。
諸
王
�
願
下

賜
二

臣

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
　
　
　
セ
ン
コ
ト
ヲ

　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
ル
　
　
ハ
　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
　
　
ナ
リ
ト

　
　
　
ヨ
リ

　
　
　
　
ケ
ド
モ　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
シ

�
姓
一

供
中

奉
　
　
�
廷
上。
是
故
召
二

王
�
一

令
レ

問
二

其
�
一

�
。
臣
�
城
�
本
　

懷
二
　

此
�
一。
無
レ

由

　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ニ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ス

　
　
シ

　
　
ニ
〔
孝
元
〕
　
　
　
ノ

　
　
　
シ
テ
　
　
　
フ
ル

二

上
�
一。
幸
�
二

�
　
�
一。
昧
死
　

以
聞
。
昔
�
。
輕
堺
原
大
宮
御
宇
天
皇
曾
孫
建
�
宿
祢
盡
二

事
レ

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
　
セ
リ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
　
メ
テ　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ク
　
　
　
セ
リ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
リ
　
　
レ
　
　
　
カ
タ
　
　
ヒ
　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ヲ

君
之
忠
一。
致
二

人
臣
之
�
一。
創
　

爲
二

�
氏
之
�
一。
永
�
二

万
代
之
基
一。
自
レ

此
以
來
。
賜
レ

姓
命
レ

氏
。

　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
　
マ
リ

　
　
ニ

　
　
フ

　
　
ニ

シ
ロ
シ
メ
ス

　
　
ヲ
〔
天
武
〕

　
　
ヒ

或
眞
人
。
或
�
臣
。
源
始
二

王
家
一。
流
�
二

臣
氏
一。
飛
鳥
�
御
原
大
宮
御
二
　
　

大
�
州
一

天
皇
。
�
覆

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ニ

　
　
　
ニ
シ　
　
ヲ
　
　
　
ニ
ス　
　
ヲ

〔
持
統
〕

　
　
　
メ
テ

　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
ヲ

二

四
�
一。
威
震
二

�
荒
一。
欽
明
�
思
。
經
レ

天
緯
レ

地
。
　
太
上
天
皇
�
脩
二

四
�
一。
外
撫
二

万
民
一。
化

　
　
ビ

　
　
ニ

　
　
　
シ
ム

　
　
ニ

〔
元
明
〕

　
　
ク
　
　
　
　
ル
コ
ト

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ハ

　
　
テ

及
二

�
鱗
一。
澤
被
二

草
木
一。
　
後
太
上
天
皇
。
無
レ

改
二
　

先
軌
一。
守
而
不
レ

�
。
�
土
�
�
。
民
以
寧

　
　
　
ナ
リ

　
　
ニ

　
　
カ

〔
三
千
代
〕
ノ
　
　　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
マ
テ

　
　
ノ

一
。
于
レ

時
也
。
�
城
・
親
母
�
從
一
位
縣
犬
養
橘
宿
祢
。
上
�
二

�
御
原
�
廷
一。
下
�
二

藤
原
大

　
　
ニ
　
　
　
ヘ
テ　
　
ニ　
　
シ
　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
レ
　
　
ヲ

　
　
　
セ
リ　
　
ヲ

宮
一。
事
レ

君
致
レ

命
。
移
レ

孝
爲
レ

忠
。
夙
夜
忘
レ

�
。
累
代
竭
レ

力
。
和
銅
元
年
十
一
月
廿
一
日
。
供

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
　
玉
ヒ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ヒ　
　
　
フ
ノ　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ハ

二

奉
　

擧
國
大
甞
一。
廿
五
日
御
宴
。
　
天
皇
譽
二
　
　

忠
誠
之
至
一。
賜
二

�
レ

杯
之
橘
一。
�
　

曰
。
橘
�
果

　
　
ノ

　
　
　
ニ
シ
テ　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ　
　
ム

　
　
　
ギ
テ

　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
マ

　
　
ニ　
　
ヒ
　
　
ヲ

子
之
長
上
。
人
之
�
レ

好
。
柯
凌
二

霜
�
一

而
繁
茂
。
葉
經
二

�
暑
一

而
不
レ

彫
。
与
二

珠
玉
一

共
競
レ

光
。



　
　
　
リ
テ

　
　
ニ
　
　
テ　
　
ミ
　
　
　
ナ
リ
　
　
ヲ　
　
テ　
　
ガ
　
　
　
ニ
ハ
　
　
　
フ
ト　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ
　
　
　
ン
ハ

　
　
　
ク
ハ

　
　
　
　
シ
テ
ン

　
　
ヲ

�
二

金
銀
一

以
�
美
。
是
以
汝
姓
　

�
賜
二

橘
宿
祢
一

也
。
而
　

今
无
二

繼
嗣
一

�
。
恐
　

失
二
　

明
　
詔
一。

　
　
テ

　
　
　
　
ミ
ル
ニ

　
　
シ

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
ニ

　
　
　
シ
メ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
　
ス
ル

　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
　
マ
ル

伏
惟
　
皇
帝
陛
下
。
光
二

宅
天
下
一。
充
二

塞
�
�
一。
化
被
二

�
路
之
�
一レ

�
。
�
盖
二

陸
�
之
�
一レ

極
。

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ク

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
サ

　
　
　
　
　
ス
コ
ト
ヲ

　
　
シ
　
　
ヲ

　
　
ヲ
　
　
ニ

方
�
之
貢
。
府
无
レ

�
レ
　
　

時
。
河
圖
之
靈
。
�
不
レ

�
レ

記
。
　
四
民
安
レ

業
。
万
姓
謳
レ

衢
。
臣
�

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
ル
ニ

　
　
　
　
テ
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
リ　
　
　
ス
ニ　
　
ヲ　
　
　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
ニ

城
。
幸
蒙
二

�
時
之
�
一。
濫
接
二

九
�
之
末
一。
�
　

以
二
　

可
否
一。
志
在
レ

盡
レ

忠
。
身
�
二
　

絳
關
一。
妻

　
　
　
ン
ス　
　
ニ

　
　
レ　
　
ニ　
　
ヒ
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ム
ル
コ
ト　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
ヲ　
　
テ

　
　
　
ク
ハ　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
キ

子
康
レ

家
。
夫
王
賜
レ

姓
定
レ
　
　

氏
由
來
�
矣
。
是
以
。
臣
�
城
�
。
願
　

賜
二

橘
宿
祢
之
姓
一。
戴
二

先

　
　
ノ

　
　
ヲ

ツ
タ
ヘ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
リ

　
　
　
　
ヘ
ン
ト

帝
之
厚
命
一。
流
二

橘
氏
之
殊
名
一。
万
�
無
レ

窮
。
千
葉
相
傳
。

十
七

　
　
　
シ
テ　
　
ク
　
　
　
ル
ニ

　
　
ノ

　
　
カ　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
レ
リ

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
　
シ
テ

　
　
リ　
　
　
ス
ニ　
　
ヲ

壬
辰
。
　
詔
　

曰
。
省
二

從
三
位
�
城
王
�
表
一。
具
知
二

意
趣
一。
王
�
�
深
�
讓
。
志
在
レ

顯
レ

親
。

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
　
フ
ニ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
タ
リ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヒ
　
　
ノ

　
　
ヲ

辞
二

皇
族
之
高
名
一。
�
二

外
家
之
橘
姓
一。
�
二

思
　

�
執
一。
誠
得
二

時
�
一。
一
依
二

來
乞
一

賜
二

橘
宿
祢
一。

　
　
デ　
　
レ
　
　
　
　
ル
コ
ト

千
秋
万
�
相
繼
無
レ

窮
。

十
九

　
　
　
シ
テ　
　
ス

　
　
ヒ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
　
　
テ
ナ
リ

　
　
ル

　
　
　
　
ス
ル
ヲ

甲
午
。
　
詔
　

�
二

京
四
畿
�
及
二
監
國
今
年
田
租
一。
以
二
　

秋
稼
頗
損
一
　

也
。

〔
丁
丑
〕

乙
亥
朔
　

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
フ

　
　
ノ　
　
ヲ

九
年
春
正
月
辛
酉
。
正
�
位
下
車
持
君
長
谷
賜
二

�
臣
姓
一。

廿
二

　
　
　
ヨ
リ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
フ
ス
　
　
リ

　
　
ノ　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ヲ

丙
申
。
先
レ

是
。
陸
�
按
察
�
大
野
�
臣
東
人
等
言
。
從
二

陸
�
國
一

�
二
　
　

出
�
柵
一。
�
經
二

男
�

　
　
　
ナ
リ
　
　
フ
　
　
　
シ
テ

　
　
　
ヲ
　
　
テ

　
　
　
　
セ
ン
ト

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

一。
・
行
程
�
�
。
�
征
二

男
�
村
一

以
�
二
　

直
路
一。
於
レ

是
。
　
詔
二

持
�
大
�
兵
部
�
從
三
位
藤
原

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

�
臣
�
呂
。副
�
正
五
位
上
佐
伯
宿
祢
豊
人
。常
陸
守
從
五
位
上
�
六
�
坂
本
�
臣
宇
頭
�
佐
等

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ノ　
　
ニ

一。
發
二

�
�
陸
�
國
一。
�
官
四
人
。
主
典
四
人
。

廿
七

　
　
ノ

　
　
ノ

辛
丑
。
�
新
羅
�
大
�
官
從
六
位
上
壬
生
�
主
宇
太
�
呂
。少
�
官
正
七
位
上
大
藏
忌
寸
�
呂
等

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ニ
　
　
ス

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ニ

入
京
。
大
�
從
五
位
下
阿
倍
�
臣
繼
�
呂
泊
二

津
嶋
一

卒
。
副
�
從
六
位
下
大
�
宿
祢
三
中
染
レ

病

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ

不
レ

得
二

入
京
一。

乙
巳
朔
　
十
四

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ク

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
ニ

二
月
戊
午
。
天
皇
臨
レ

�
。
授
二

從
四
位
下
栗
林
王
從
四
位
上
。
无
位
三
�
王
。
�
釣
王
並
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

下
。
從
四
位
上
橘
宿
祢
佐
爲
正
四
位
下
。
從
五
位
上
藤
原
�
臣
豊
成
正
五
位
上
。
正
六
位
上
多
治

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

比
眞
人
家
主
。
外
從
五
位
下
佐
伯
宿
祢
�
�
呂
。
阿
倍
�
臣
豊
繼
。
下
�
�
臣
眞
�
並
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

下
。
正
六
位
上
三
�
�
人
�
呂
外
從
五
位
下
。
四
品
水
主
�
親
王
。
長
谷
部
�
親
王
。
多
紀
�
親

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ノ

王
並
授
二

三
品
一。
夫
人
无
位
藤
原
�
臣
二
人
【
關
名
】
並
正
三
位
。
正
五
位
下
縣
犬
養
宿
祢
廣
刀

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

ヒ
ノ
ク
マ
〔
印
〕

　
　
ノ

自
。
无
位
橘
宿
祢
古
那
可
智
　

並
從
三
位
。
從
四
位
上
多
伎
・
王
正
四
位
下
。
從
四
位
下
檜
�
・

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

オ
シ
ヌ
ミ
〔
印
〕

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ

王
從
四
位
上
。
无
位
矢
代
・
王
正
五
位
上
。
從
五
位
下
住
吉
・
王
從
五
位
上
。
无
位
�
�
・
王
　

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ

　
　
ノ

從
五
位
下
。
從
四
位
下
大
�
�
臣
豊
嶋
　

從
四
位
上
。
從
五
位
上
河
上
忌
寸
妙
觀
。
大
宅
�
臣
�



　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ

姉
並
正
五
位
下
。
從
五
位
下
曾
祢
�
五
十
日
虫
。
大
春
日
�
臣
家
主
　

並
從
五
位
上
。
无
位
藤
原

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ

キ
　
フ
ミ
〔
印
〕

　
　
ノ

�
臣
吉
日
　

從
五
位
下
。
正
六
位
上
大
田
部
君
若
子
。
從
六
位
上
�
�
�
許
志
。
從
七
位
上
�
部

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

直
刀
自
。
正
七
位
上
�
倉
君
時
。
從
七
位
下
尾
張
宿
祢
小
倉
。
正
�
位
下
小
槻
山
君
廣
虫
。
无
位

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

廬
郡
君
　

並
外
從
五
位
下
。

十
五

　
　
ス

　
　
ノ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ　
　
ケ
　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
シ

　
　
ニ

　
　
ノ

己
未
。
�
新
羅
�
奏
下

新
羅
國
失
二

常
礼
一

不
上
レ
　

受
二

�
旨
一。
於
レ

是
召
二

五
位
已
上
�
六
位
已
下
官

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ム
　
　
ヘ

　
　
ヲ

人
惣
�
五
人
于
�
裏
一。
令
レ

陳
二

意
見
一。

廿
二

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ハ
　
　
　
フ
ス　
　
　
シ
テ　
　
ヲ
　
　
　
ン
ト　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
ハ　
　
ス
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
　
　
ヘ
ン
ト

　
　
ヲ

丙
寅
。
�
司
奏
二

意
見
表
一。
或
言
。
�
レ

�
問
二

其
由
一

或
言
。
發
レ

兵
加
二
　

征
伐
一。

乙
亥
朔
　
三
　

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ニ

　
　
　
メ
ヨ　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
サ

三
月
丁
丑
。
　
詔
　

曰
。
毎
レ

國
令
下

�
二

釋
�
佛
像
一
�
。
挾
侍
菩
�
二
�
一。
�
寫
中

大
般
若
經
一

　
　
ヲ部上

。

廿
八

　
　
ノ

　
　
ス

壬
寅
。
�
新
羅
�
副
�
正
六
位
上
大
�
宿
祢
三
中
等
�
人
�
�
。

　
　
シ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ヲ　
　
テ

夏
四
月
乙
巳
朔
。
�
二

�
於
伊
勢
�
宮
。
大
�
�
。
筑
紫
住
吉
。
�
幡
二
�
及
香
椎
宮
一。
奉
レ

�
以

　
　
グ

　
　
ノ

　
　
ヲ

�
二

新
羅
无
禮
之
�
一。

八
　

　
　
　
フ
ス

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ
　
　
ス
　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
テ

　
　
　
　
　
ン
コ
ト
ヲ

壬
子
。
律
師
�
慈
言
。
�
慈
奉
二

天
　
�
一

住
二

此
大
安
寺
一。
修
�
以
來
。
於
二

此
伽
藍
一

�
レ

有
二
　
　

　
　
　
カ
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ム
　
　
セ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
ド
モ
　
　
　
リ
ト

　
　
シ

災
事
一。
私
　

�
二

�
行
�
等
一。
毎
年
令
レ

轉
二

大
般
若
經
一
部
六
百
�
一。
因
レ

此
。
雖
レ

有
二

雷
聲
一。
無

　
　
　
ア
ル
　
　
フ

　
　
テ
　
　
　
ヨ
リ
　
　
　
ム
ル

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
　
ア
テ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

レ

�
二

�
害
一。
�
自
レ

今
以
後
。
撮
二

取
�
國
　

�
　

�
庸
各
三
段
物
一

以
�
二

布
施
一。
�
二

�
百
五
十
人

　
　
　
メ
ン　
　
セ
　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
シ
テ
　
　
　
ク
ハ

　
　
　
ニ
シ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ク

　
　
　
　
　
セ
ン
ト
云

　
　
ト

　
　
　
シ
テ　
　
ス
　
　
ヲ

一

令
レ

轉
二

此
經
一。
伏
　

願
。
護
寺
�
國
�
二

安
　

聖
�
一。
以
二

此
功
�
一

永
爲
二
　
　

恒
例
一。
　
�
　

許
レ

之
。

十
四

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
　
フ
ス　
　
テ　
　
　
ヌ
ル

　
　
ヲ
　
　
テ

　
　
ノ

戊
午
。
�
二

陸
�
一

持
�
大
�
從
三
位
藤
原
�
臣
�
呂
等
言
。以
二

去
　

二
月
十
九
日
一

到
二

陸
�
多
賀

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ
　
　
ツ
メ
シ
テ

柵
一。
与
二

�
守
�
軍
從
四
位
上
大
野
�
臣
東
人
一

共
�
章
。
且
　

�
二

常
陸
。
上
�
。
下
�
。
武
藏
。

　
　
ノ

　
　
　
ヘ
テ

　
　
ヲ　　
　
　
カ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
　
ク
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
シ

上
野
。
下
野
等
六
國
騎
兵
惣
　

一
千
人
一。
開
二
　

山
�
兩
�
一。
夷
狄
等
咸
　

懷
二

疑
懼
一。
仍
差
二

田
夷
�

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
テ

田
郡
領
外
從
七
位
上
�
田
君
雄
人
一。
�
二

�
�
一。
差
二

歸
�
狄
和
我
君
計
安
壘
一。
�
二

山
�
一。
並
以

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ
　
　
　
　
セ
シ
ム　
　
ヲ
　
　
テ　
　
デ

　
　
ヲ
　
　
子

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
シ

二

�
旨
一

慰
喩
　

�
二

撫
　
之
一。仍
抽
二

勇
健
一
百
九
十
六
人
一

委
二

�
軍
東
人
一。四
百
五
十
九
人
�
二

配

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
井
テ　
　
ノ
　
　
ル

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

玉
�
等
五
柵
一。
�
呂
等
帥
二

�
レ

餘
三
百
�
五
人
一

�
二

多
賀
柵
一。
�
二

副
�
從
五
位
上
坂
本
�
臣
宇

　
　
ヲ
　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ノ

頭
�
佐
一

�
二
　

玉
�
柵
一。
�
官
正
六
位
上
大
�
宿
祢
美
濃
�
呂
�
二
　

新
田
柵
一。
國
大
掾
正
七
位
下

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
リ

　
　
ノ

日
下
部
宿
祢
大
�
呂
�
二
　

牡
鹿
柵
一。
自
餘
�
柵
依
レ

舊
�
守
。
廿
五
日
。
�
軍
東
人
從
二

多
賀
柵
一

　
　
シ

　
　
　
井
テ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヒ　
　
ノ　
　
　
ス
ル

發
。
三
月 

一
日
。
帥
二

�
下
�
官
從
七
位
上
紀
�
臣
武
良
士
等
及
�
レ

委
　

騎
兵
一
百
九
十
六
人
。

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
シ

　
　
ニ

�
兵
四
百
九
十
九
人
。
當
國
兵
五
千
人
。
歸
�
狄
俘
二
百
�
九
人
一。
從
二

部
�
色
�
柵
一

發
。
�
日



　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
井
テ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

到
二

出
�
國
大
室
驛
一。出
�
國
守
正
六
位
下
田
邊
�
�
破
�
二

部
�
兵
五
百
人
。歸
�
狄
一
百
�
人

　
　
テ
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
　
ツ
コ
ト
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ル

　
　
ニ

　
　
ツ
　
　
　
キ
テ　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
シ

　
　
　
　
フ
シ
テ

一。
在
二

此
驛
一。
相
待
　
以
二

三
日
一。
与
二

�
軍
東
人
一

共
入
二

賊
地
一。
且
開
レ

�
而
行
。
但
賊
地
�
深
　

　
　
シ

　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ
　
　
ニ　
　
テ

　
　
ス

　
　
テ　
　
ル

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ラ
　
　
　
キ
テ

馬
芻
�
レ

得
。
�
以
�
�
草
生
。
方
始
發
�
。
同
月
十
一
日
。
�
軍
東
人
廻
至
二

多
賀
柵
一。
自
�
　

　
　
ニ
　
　
　
ス
ル

　
　
テ

　
　
ハ　
　
ミ
　
　
ヲ　
　
リ
　
　
ヲ

　
　
ハ　
　
メ
　
　
ヲ
ト
ホ
ス
コ
ト　
　
ヲ

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
　
ル
ノ

　
　
ノ

新
開
�
　

�
惣
一
百
六
十
里
。
或
尅
レ

石
伐
レ

樹
。
或
�
レ

澗
　

�
レ
　
　

峯
。
從
二

賀
美
郡
一

至
二

出
�
國

　
　
ノ

　
　
　
ド
モ　
　
テ　
　
レ　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
　
　
ナ
リ
ト

　
　
シ
　
　
ニ

　
　
リ

　
　
ル
ノ

最
上
郡
玉
野
一

�
十
里
。
雖
二

惣
是
山
野
　
形
勢
險
阻
一。
而
人
馬
往
�
無
二

大
艱
�
一。
從
二

玉
野
一

至

　
　
ニ

　
　
ハ

　
　
　
　
ニ
シ
テ　
　
シ
　
　
　
　
ル
コ
ト

　
　
　
サ
ク

二

賊
地
比
羅
保
許
山
一

�
十
里
。
地
勢
�
坦
　
無
レ

有
二
　

危
嶮
一。
狄
俘
等
曰
。
從
二

比
羅
保
許
山
一

　
　
　
ル
マ
テ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
　
ナ
リ

　
　
リ　
　
　
ツ
ノ

　
　
ニ
　
　
ル

　
　
　
ル
ニ　
　
ニ　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
　
ル
ト
云

至
二
　

雄
�
村
一

五
十
餘
里
。
其
間
亦
�
。
唯
有
二

兩
　

河
一。
毎
レ

至
二

水
漲
一

並
用
レ

�
渡
。
四
月
四
日
。

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
ヨ
リ

　
　
ノ

　
　
カ

　
　
　
　
　
ニ
イ
ハ
ク

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
　
シ
テ
　
　
　
サ
ク

軍
屯
二

賊
地
比
羅
保
許
山
一。
先
レ

是
。
田
邊
・
�
波
�
�
。
雄
�
村
俘
長
等
三
人
來
降
。
�
首
　

云
。

　
　
リ　
　
ク

　
　
　
ス
ト
　
　
　
ン
ト　
　
カ　
　
ニ

　
　
ヘ

　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
リ
テ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
　
　
ナ
リ
ト

　
　
カ　
　
ク

　
　
レ

　
　
ハ

　
　
タ　
　
シ

承
聞
官
軍
欲
レ

入
二

我
村
一。
不
レ

�
二

危
懼
一。
故
來
　

�
レ

降
�
。
東
人
曰
。
夫
狄
俘
�
甚
多
二

�
謀
一。

　
　
ノ

　
　
シ

　
　
ヲ
　
　
ク　
　
ス

　
　
テ
　
　
　
ラ
ハ

　
　
ノ

　
　
テ　
　
ニ
　
　
　
　
　
セ
ン
ト
云

　
　
　
シ
テ　
　
ク
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ハ

其
言
無
レ

恒
。
不
レ

可
二

輙
信
一。
而
重
有
二

歸
順
之
語
一。
仍
共
�
章
。
　
�
波
議
　

曰
。
發
レ

軍
入
二
　
　

　
　
ニ

　
　
　
ナ
リ

　
　
シ

　
　
ヲ　
　
　
キ
テ　
　
ヲ

　
　
　
　
カ
ン
ガ　
　
ヲ

　
　
ス
　
　
　
　
ス
シ
モ　
　
テ
　
　
ヲ　
　
　
　
　
セ
ン
ト
ニ

　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
　
シ
テ　
　
サ
　
　
ノ　
　
ヲ

賊
地
一

�
。
爲
下

�
二

喩
俘
狄
一

築
レ

城
居
上
レ

民
。
非
三

必
　
窮
レ

兵
殘
二

�
�
　

順
�
一。
若
不
レ

許
二

其
�

　
　
　
シ
テ　
　
ニ
　
　
　
マ
バ

　
　
テ

　
　
　
ラ
ン

　
　
ニ

　
　
　
　
フ
シ
テ
　
　
　
キ
ハ　
　
　
ク
ハ　
　
ズ

　
　
ニ

　
　
ジ　
　
　
シ
カ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

一。
凌
壓
　

直
�
　

�
。
俘
等
懼
怨
�
二

走
　

山
野
一　。
�
多
　
功
少
。
�
　

非
二

上
策
一。
不
レ

如
　

示
二

官
軍

　
　
ヲ
　
　
　
　
リ
シ
テ

　
　
　
　
　
ラ
ン
ニ
ハ　
　
　
シ
テ

　
　
　
ル
ニ
　
　
　
テ
シ

　
　
ヲ　
　
　
　
ク
ル
ニ

　
　
　
　
テ
セ
ン

　
　
ヲ
　
　
　
ラ
ハ

　
　
　
　
フ
シ
テ

之
威
一

從
二
　

此
地
一

而
�
。
　
然
　

後
。
�
波
訓
　

以
二

�
順
一。
懷
　
以
二
　

�
�
一。
然
　

則
城
�
易
レ
　

　
　
ク

　
　
　
　
カ
ラ
ン

　
　
　
　
　
ナ
リ
ト
云

　
　
　
ラ
ク
　
　
　
リ
ト

　
　
ト
　
　
　
ル
ニ
　
　
ク
　
　
　
リ
テ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ　
　
ヘ
　
　
ヲ

守
。
人
民
永
安
　
�
�
　

也
。
東
人
以
爲
　

然
　

矣
。
�
東
人
本
計
。
早
入
二

賊
地
一。
耕
種
　

貯
レ

穀
。

　
　
　
カ
ン

　
　
ノ　
　
ヲ　　
　
　
レ
ド
モ

　
　
ニ

　
　
　
　
　
フ
ル
コ
ト
　
　
　
セ
リ

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
テ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
　
　
　
ニ
シ
テ　
　
ノ

　
　
ニ

省
二

�
糧
費
一。
而
　
今
春
大
�
�
　

倍
二

於
常
年
一。
由
レ

是
不
レ

得
二

早
入
耕
種
一。
　
天
時
如
レ
　

此
。
已

　
　
　
ヘ
リ

　
　
ニ

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ハ

　
　
ヲ
　
　
　
　
ニ
シ
テ　
　
シ
　
　
ス　
　
　
　
レ
ド
モ

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ハ　
　
ヲ
　
　
　
テ
シ　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ハ　
　
ヲ
　
　
　
テ
ス　
　
ヲ

�
二

元
意
一。
其
唯
營
二

�
�
�
城
�
一

一
�
�
可
レ

成
。
而
　
守
レ
　
　

城
以
レ

人
。
存
レ
　
　
　

人
以
レ

食
。

　
　
　
セ
ハ　
　
ヲ

　
　
タ　
　
ヲ
　
　
　
テ
カ
　
　
　
セ
ン
　
　
ツ　
　
レ　
　
ハ

　
　
　
テ
ハ　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
　
レ
ハ

　
　
ム

　
　
　
ヘ
ニ
　
　
　
キ
テ　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ニ　
　
テ

耕
種
失
レ

候
。
�
何
取
　

給
。
且
夫
兵
�
。
見
レ

利
則
爲
。
無
レ

利
則
止
。
�
以
　

引
レ

軍
而
旋
、
方
待

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
　
ラ
ン

　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
　
メ
ニ

ミ
　　　
　
ル
ガ

　
　
ニ

　
　
シ　
　
テ　
　
　
　
ト
シ
テ
　
　
　
セ
ン

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

二

後
年
一

始
作
二

城
�
一。
但
爲
三

東
人
自
入
二

賊
地
一。
奏
�
�
軍
　
�
二

多
賀
柵
一。
今
新
�
�
�
。
地
形

　
　
　
　
ア
タ
リ　
　
ル
　
　
　
テ
ハ

　
　
ニ

　
　
ト
　
　
ラ　
　
ラ
　
　
キ
　
　
テ　
　
ス
　
　
ヲ
　
　
　
ナ
リ

　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
　
ナ
ラ

　
　
ニ

　
　
シ

親
　
�
。
至
二

於
後
年
一。
雖
レ

不
二

自
入
一

可
二

以
成
一レ

事
�
。
臣
�
呂
等
愚
昧
。
不
レ

明
二

事
機
一。
但

　
　
ハ　
　
ク

　
　
　
　
ト
シ
テ

　
　
ニ

　
　
シ
　
　
　
　
ル
コ
ト

ア
タ
ラ

シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ　
　
ラ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
シ
　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ク　
　
ヒ　
　
ク
　
　
　
リ
テ
　
　
リ

東
人
久
�
二
　

邊
要
一。
尠
二

謀
不
一レ
　
　

中
。
加

以
親
臨
二

賊
�
一。
察
二

其
形
勢
一。
深
思
�
慮
。
量

　
　
　
　
　
ム
ル
コ
ト　
　
シ
　
　
ノ

　
　
テ　
　
ス

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ
　
　
　
ク
ト

　
　
ヲ

　
　
シ
コ
ノ
コ
ロ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ　
　
　
ス
ル

　
　
ハ　
　
ツ

定
　
　

如
レ

此
。
謹
�
二

事
�
一。
伏
　

聽
二

　
�
裁
一。
但
　

今
間
無
事
。
時
属
二

農
作
一。
�
レ

發
　

軍
士
且

　
　
チ　
　
ツ
　
　
　
セ
ン

放
且
奏
。

十
七

　
　
ノ

　
　
ス　
　
　
ル
ニ
　
　
　
テ
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ

　
　
ケ

　
　
ハ

辛
酉
。
參
議
民
部
�
正
三
位
藤
原
�
臣
�
�
薨
。
�
　

以
二

大
臣
葬
儀
一。
其
家
固
辞
　

不
レ

受
。
�
�

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

�
太
政
大
臣
正
一
位
不
比
等
之
第
二
子
也
。

十
九

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
レ
テ

　
　
ス

　
　
　
シ
テ
　
　
　
リ
テ　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
　
セ
シ
ム

癸
亥
。
大
宰
管
�
�
國
。
疫
瘡
時
行
。
百
姓
多
死
。
　
詔
　

奉
二

�
於
部
�
�
�
一

以
�
�
 
焉
。

　
　
シ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ　　
ヒ
テ

　
　
ヲ
　
　
　
　
セ
シ
ム　
　
ヲ

�
賑
二

恤
�
疫
之
家
一。
�
給
二

湯
藥
一

療
レ
　

之
。



　
　
　
　
　
セ
ル
コ
ト

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ム
　
　
マ

　
　
ヲ

五
月
甲
戌
朔
。
日
有
レ

�
�
　

之
。」
�
二

�
六
百
人
于
宮
中
一。
令
レ

讀
二

大
般
若
經
一

焉
。

十
九

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ニ

　
　
　
　
ハ
レ
テ

　
　
　
ス
　
　
テ
　
　
ニ

　
　
シ

　
　
ニ

　
　
　
　
　
ス
レ
ド
モ

壬
辰
。
　
詔
　

曰
。
四
月
以
來
。
疫
旱
並
行
　
田
苗
�
萎
。
由
レ

是
。
�
二

�
山
川
一。
奠
二

祭
　
　

�

　
　
ヲ

　
　
タ

　
　
ヲ
　
　
　
マ
テ　
　
ニ　
　
ホ　
　
ム

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
ニ
　
　
　
セ
リ　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
　
フ
ニ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
　
ハ
ン　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ク

�
一。
未
レ

得
二

効
驗
一。
至
レ

今
�
苦
。
�
以
二

不
�
一

實
致
二

�
災
一。
思
　

布
二

�
仁
一

以
救
二

民
患
一。
�
レ

　
　
ム
　
　
　
　
ヲ
シ
テ　
　
ニ　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
ヒ
　
　
ヲ　
　
メ
　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
ヲ　
　
タ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

令
下

國
郡
　
審
�
二

寃
獄
一。
掩
レ

骼
埋
レ

�
。
禁
レ

酒
斷
上
レ

�
。
高
年
之
徒
。
鰥
寡
�
獨
。
及
京
�
�

　
　
　
シ
テ　
　
ニ　
　
ル
　
　
ハ　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
　
　
　
ニ
ハ
　
　
テ　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ク　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ニ

尼
男
女
。
臥
レ

疾
不
レ

能
二

自
存
一
　
　

�
。
量
加
二

賑
給
一。
�
普
賜
二

�
武
�
事
以
上
物
一。
大
二

赦
天
下

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ク
　
　
　
シ
ム

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ヲ

一。
自
二

天
�
九
年
五
月
十
九
日
昧
爽
一

以
�
死
罪
以
下
。
咸
從
二

原
�
一。
其
�
虐
劫
賊
。
官
人
受
レ

財

　
　
ゲ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
　
ス
ル

　
　
ノ　
　
ノ
　
　
ル
　
　
サ

枉
レ

法
。
監
臨
守
主
自
�
。
�
レ

�
二

監
臨
一。
�
�
竊
�
。
故
殺
・
人
。
私
鑄
�
。
常
赦
�
レ

不
レ

�

　
　
ハ

　
　
ラ
　
　
ノ　
　
ニ

�
不
レ

在
二

赦
例
一。　

　
ス　
　
　
　
テ
ナ
リ

　
　
ノ
　
　
　
ル
ヲ　
　
ヲ

六
月
甲
辰
朔
。
廢
�
。
以
二
　

百
官
人
患
一レ

疫
也
。

十
　

　
　
ノ

　
　
ス

癸
丑
。
散
位
從
四
位
下
大
宅
�
臣
大
國
卒
。

十
一

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

甲
寅
。
大
宰
大
貳
從
四
位
下
小
野
�
臣
老
卒
。

十
八

　
　
ノ

　
　
ス

辛
酉
。
散
位
正
四
位
下
長
田
王
卒
。

廿
三

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

丙
寅
。
中
納
言
正
三
位
多
治
比
眞
人
縣
守
薨
。
左
大
臣
正
二
位
嶋
之
子
也
。

癸
酉
朔
　
五
　

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ス

秋
七
月
丁
丑
。
賑
二

給
大
倭
。
伊
豆
。
若
狹
三
國
飢
疫
百
姓
一。」
散
位
從
四
位
下
大
野
王
卒
。

十
　

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ニ

壬
午
。
賑
二

給
伊
賀
。
駿
河
。
長
門
三
國
疫
飢
之
民
一。

十
三

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

乙
酉
。
參
議
兵
部
�
從
三
位
藤
原
�
臣
�
呂
薨
。
�
太
政
大
臣
不
比
等
之
第
四
子
也
。

十
七

　
　
ノ

　
　
ス

己
丑
。
散
位
從
四
位
下
百
濟
王
郎
�
卒
。

廿
三

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
テ　
　
　
ル
ニ

　
　
ク

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
　
　
　
　
　
ス
レ
ド
モ

　
　
ニ

　
　
タ

乙
未
。
大
二

赦
天
下
一。
　
詔
　

曰
。
比
來
。
�
レ

有
二

疫
氣
多
發
一。
　
�
二

祭
　
　

�
�
一。
�
未
レ

得
レ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ

〔
武
智
麿
〕

　
　
テ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
　
ナ
ラ

　
　
テ

　
　
ス

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
フ
　
　
ノ

　
　
ヲ

可
。
而
　

今
右
大
臣
。
身
體
有
レ

�
。
　
�
膳
不
レ

隱
。
�
以
惻
隱
。
可
下

大
二

赦
　

天
下
一

救
中

此
病
苦

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ス
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヒ

上
。
自
二

天
�
九
年
七
月
廿
二
日
昧
爽
一

以
�
大
辟
罪
已
下
咸
赦
二

除
之
一。
其
犯
�
虐
。
私
鑄
�
。
及

　
　
ノ　
　
ノ
　
　
ル
　
　
サ　
　
ハ

　
　
ニ

　
　
ラ
　
　
ノ　
　
ニ

�
竊
二
�
。
常
赦
�
レ

不
レ

�
�
。
並
不
レ

在
二

赦
限
一。

廿
五

　
　
　
シ
テ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ

丁
酉
。
　
・
�
　

�
二

左
大
弁
從
三
位
橘
宿
祢
�
兄
。
右
大
弁
正
四
位
下
紀
�
臣
男
人
一。
就
二

右
大

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ケ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
ス
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

臣
第
一。
授
二

正
一
位
一

�
二

左
大
臣
一。
�
日
薨
。
�
二

從
四
位
下
中
臣
�
臣
名
代
等
一

監
二

護
　
喪
事
一。

　
　
ハ　
　
　
フ
ル

　
　
ス

　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

�
レ

�
　

官
給
。
武
智
�
呂
�
太
政
大
臣
不
比
等
之
第
一
子
也
。

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

�
月
壬
寅
朔
。
中
宮
大
夫
�
右
兵
衛
�
正
四
位
下
橘
宿
祢
佐
爲
卒
。

二
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ハ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ム
　
　
マ

　
　
ヲ

癸
夘
。
命
二

四
畿
�
二
監
及
七
�
�
國
一。
�
尼
�
�
沐
浴
。
一
月
之
�
二
三
度
令
レ

讀
二

最
�
王
經



　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
　
ニ
ハ
　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

一。
�
・
月
　
六
齋
日
　

禁
二

斷
　
殺
生
一。

五
　

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

丙
午
。
參
議
式
部
�
�
大
宰
帥
正
三
位
藤
原
�
臣
宇
合
薨
。
�
太
政
大
臣
不
比
等
之
第
三
子
也
。

十
三

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
　
ト
シ
　
　
　
ミ
テ

　
　
ニ
　
　
ク
　
　
　
タ
リ

　
　
ヲ

　
　
　
ツ
テ

　
　
タ　
　
　
カ
ラ
ヨ
モ
ス
カ
ラ　
　
テ
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ

甲
寅
。
　
詔
　

曰
。
�
君
二

臨
　

宇
�
一

稍
�
二

多
年
一。
而
風
化
�
擁
。
黎
庶
未
レ

安
。
�

旦
忘
レ

寐
。

　
　
リ
　
　
ニ

カ
タ

　
　
ニ
　
　
　
リ
テ

　
　
ノ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト　
　
ニ　
　
ク

　
　
ノ

　
　
　
カ
ラ　
　
ニ

憂
�
在
レ

�
。
�
自
レ

春
已
來
�
氣
遽
發
。
天
下
百
姓
死
亡
　
　

實
多
。
百
官
人
等
闕
卒
不
レ

少
。
良

　
　
テ
　
　
カ

　
　
ニ　
　
　
セ
リ　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
テ
　
　
　
ン
シ
　
　
　
ヲ
ラ
　
　
ニ　
　
シ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ
　
　
ム

　
　
セ

　
　
ヲ

由
二

�
之
不
�
一

致
二

此
災
殃
一。
仰
レ

天
慚
惶
。
不
二

敢
寧
　

�
一。
故
可
下

優
二

復
　

百
姓
一

�
上
レ

得
二

存
濟

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ハ　
　
リ

　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
テ

一。
�
二

天
下
今
年
租
賦
及
百
姓
宿
�
�
私
�
一。
�
�
限
二

�
年
以
�
。
私
�
七
年
以
�
一。
其
在
二

�

　
　
ニ
　
　
ク　
　
シ

　
　
ヲ　
　
　
メ
ニ

　
　
ノ
　
　
ル

　
　
ノ　
　
タ　
　
　
カ
ラ

　
　
ニ
　
　
ハ

　
　
ニ　　
レ
ヨ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
フ

　
　
ノ

國
一

能
起
二

風
雨
一

爲
二

國
家
一

有
レ

驗
�
未
レ

預
二

�
帛
一

�
。
悉
入
二

供
�
之
例
一。
給
二

大
宮
主
御
巫
。

井
ス
カ
リ
〔
印
〕

　
　
ノ

イ
ク
シ
マ
〔
印
〕

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ヲ

坐
�
御
巫
。
生
嶋
御
巫
及
�
�
�
部
等
�
一。

十
五

　
　
　
メ
ニ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
メ
　
　
セ

丙
辰
。
爲
二

天
下
太
�
國
土
安
寧
一。
於
二

宮
中
一
十
五
處
一。
�
二

�
七
百
人
一。
令
レ

轉
二

大
般
若
經
。

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ

最
�
王
經
一。
度
二

四
百
人
一。
四
畿
�
七
�
�
國
　

五
百
七
十
�
人
。

十
九

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

庚
申
。
以
二

正
四
位
上
多
治
比
眞
人
廣
成
一

爲
二

參
議
一。

二
十

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
　
ナ
リ

辛
酉
。
三
品
水
主
�
親
王
薨
。
　
天
智
天
皇
之
皇
女
也
。

廿
三

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

甲
子
。
正
五
位
下
�
勢
�
臣
奈
�
�
爲
二

�
佛
像
司
長
官
一。

廿
六

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
シ

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

丁
夘
。
以
二

玄
�
法
師
一

爲
二

�
正
一。
良
�
法
師
爲
二

大
�
�
一。

壬
申
朔
　
廿
二

　
　
　
シ
テ　
　
ク

カ
ク　　
　
ケ
リ

　
　
ノ

　
　
シ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
　
メ
テ　
　
ヲ
　
　
　
ス
ト

　
　
ノ

九
月
癸
巳
。
　
詔
　

曰
。
如
聞
。
臣
家
之
�
貯
二

蓄
�
國
一。
出
二

擧
　

百
姓
一。
求
レ

利
�
關
。
無
知
愚

　
　
ヲ

　
　
ヒ
　
　
ニ　
　
ヒ
　
　
ヲ
　
　
　
レ
テ　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
リ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
シ

民
不
レ

�
二

後
�
一。
�
レ

安
乞
レ

食
忘
二

此
農
務
一。
�
�
二

乏
困
一

�
二

亡
　

他
�
一。
�
子
流
離
。
夫
�
相

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
　々
　
シ

　
　
ニ　
　
レ

　
　
ノ

　
　
　
ク
カ
　
　
　
チ
ニ
　
　
　
ナ
リ　
　
ス

　
　
タ　
　
ム
　
　
ヲ　
　
　
フ
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ

失
。
百
姓
�
窮
因
レ

斯
弥
甚
。
實
是
國
司
�
喩
乖
レ

方
　

之
�
レ

致
也
。
�
甚
愍
レ

焉
。
濟
レ

民
之
�
豈

　
　
　
　
ケ
ン
ヤ
　
　
　
ナ
ル　
　
ノ

　
　
　
セ
ヨ
　
　
シ
　
　
テ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
　
　
カ
シ
メ

　
　
ニ

　
　
ス
　
　
　
メ
ハ　
　
ラ
　
　
ハ

　
　
ヲ

合
レ
　

如
レ

此
。
自
レ

今
以
後
。
悉
皆
禁
斷
。
催
二

課
百
姓
一。
一
赴
二
　

�
業
一。
必
�
レ

不
レ

失
二

地
�
一。
人

　
　
　
カ
ニ
　
　
　
ハ
ン
モ
シ　　
　
ラ
ハ
　
　
　
ヘ
ル

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
シ

　
　
ノ　
　
ハ
　
　
　
セ
ヨ

　
　
ノ
　
　
　
ヲ
ハ
　
　
チ　
　
ケ

　
　
ヲ

　
　
ノ

阜
　

家
贍
。
如
有
レ

�
　

�
。
以
二

�
　
�
一

論
・
。
其
物
沒
官
。
國
郡
官
人
。
�
解
二

見
任
一。」
是
日
。

　
　
　
メ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
シ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
ム
マ
モ
ラ

　
　
ヲ

停
二

�
紫
防
人
一

歸
二

于
本
�
一。
差
二

�
紫
人
一

令
レ

戍
二

壹
伎
對
馬
一。

廿
八

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

己
亥
。
以
二

從
三
位
鈴
鹿
王
一

爲
二

知
太
政
官
事
一。
從
三
位
橘
宿
祢
�
兄
爲
二

大
納
言
一。
正
四
位
上
多

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
ノ

治
比
眞
人
廣
成
爲
二

中
納
言
一。」
廣
成
及
百
濟
王
南
典
並
授
二

從
三
位
一。
從
四
位
下
高
安
王
。
從
四

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

位
上
无
位
諱
【
天
宗
高
紹
天
皇
也
。】
�
�
王
　

並
從
四
位
下
。
无
位
倉
橋
王
。
明
石
王
。
宇
治

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

王
。
�
�
王
。
久
勢
王
。
河
�
王
。
尾
張
王
。
古
市
王
。
大
井
王
。
安
宿
王
　

並
從
五
位
下
。
正

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ

五
位
下
�
勢
�
臣
奈
�
�
呂
。
正
五
位
上
藤
原
�
臣
豊
成
　

並
從
四
位
下
。
正
五
位
下
大
�
宿
祢

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ

牛
養
。
高
橋
�
臣
安
�
呂
。
石
上
�
臣
乙
�
呂
　

並
正
五
位
上
。
從
五
位
上
縣
犬
養
宿
祢
石
次
。



　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

吉
田
�
�
　

並
正
五
位
下
。
從
五
位
下
石
河
�
臣
�
從
五
位
上
。
正
六
位
上
阿
倍
�
臣
吾
人
。
石

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

川
�
臣
牛
養
。
多
治
比
眞
人
牛
養
。
阿
倍
�
臣
佐
美
�
呂
。
從
六
位
下
�
勢
�
臣
�
成
。
從
六
位

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
ノ

上
藤
原
�
臣
乙
�
呂
。
藤
原
�
臣
永
手
。
藤
原
�
臣
廣
嗣
　

並
從
五
位
下
。
正
六
位
上
爲
奈
眞
人

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

ヒ
コ
タ
リ
〔
印
〕

　
　
ノ

馬
養
。
紀
�
臣
鹿
人
。
賀
茂
�
臣
高
�
呂
。
路
眞
人
宮
守
。
波
多
�
臣
孫
足
。
從
六
位
下
佐
伯
宿

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

祢
常
人
。
正
六
位
上
�
羣
�
臣
廣
成
。【
在
レ

唐
未
レ

歸
】
大
宅
�
臣
君
子
。
�
積
�
臣
老
人
。
從

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

六
位
上
大
�
宿
祢
�
信
�
。
正
六
位
上
柿
本
�
臣
濱
名
。
太
�
臣
國
吉
。
正
六
位
下
�
勢
斐
太
�

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

臣
嶋
村
。
菅
生
�
臣
古
�
呂
。
正
六
位
上
小
野
�
臣
東
人
。
正
六
位
下
中
臣
熊
凝
�
臣
五
百
嶋
。

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

正
七
位
上
阿
倍
�
臣
虫
�
呂
。
從
七
位
上
縣
犬
養
宿
祢
大
國
。
正
六
位
上
土
師
宿
祢
御
目
。
高
麥

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

　
　
テ　
　
ス

太
。
民
忌
寸
大
梶
。
於
忌
寸
人
主
。
�
忌
寸
馬
養
。
大
津
�
�
人
　

並
外
從
五
位
下
。』
因
施
二

兩

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
リ

京
四
畿
二
監
�
正
以
下
沙
弥
・
已
上
・
惣
二
千
三
百
七
十
六
人
綿
�
�
一

各
有
レ

差
。

辛
丑
朔
　
二
　

　
　
ム

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
メ

　
　
　
　
　
　
ム
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ

�
十
月
壬
寅
。
令
二

左
右
京
�
停
一レ

収
二
　
　
　

�
�
一。

七
　

　
　
ム

　
　
ノ
　
　
　
　
　
ス
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
ニ

丁
未
。
停
三

額
外
散
位
�
二
　
　

續
�
�
一。」
�
二

民
部
�
正
三
位
藤
原
�
臣
�
�
正
一
位
左
大
臣
一。
�

　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ニ
　
　
　
ル
ニ
　
　
　
テ
ス

　
　
ヲ

賜
二

食
封
二
千
�
於
其
家
一。
限
　

以
二

廿
年
一。

十
九

　
　
ス

己
未
。
地
震
。

二
十

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ク

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ノ

マ
ド
カ
タ
〔
印
〕

　
　
ノ

庚
申
。
　
天
皇
御
二

南
苑
一

授
二

從
五
位
下
安
宿
王
從
四
位
下
一。
无
位
�
�
王
。
從
五
位
下
圓
方
女

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ　
　
ニ

王
。
紀
女
王
。
�
�
部
女
王
　

並
從
四
位
下
。

廿
四

　
　
ム

　
　
ノ

　
　
　
　
ヲ
シ
テ　
　
セ

　
　
ヲ

　
　
ラ
　
　
　
ツ
テ　
　
ム

甲
子
。
令
下
二

百
官
人
等
　
貢
中

薪
一
千
荷
上
。
從
三
位
鈴
鹿
王
已
下
。
�
官
番
上
已
上
。
躬
擔
　

�

　
　
ノ

　
　
ニ

二

于
中
宮
供
養
院
一。

廿
六

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
シ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ
　
　
シ

　
　
ト

丙
寅
。
講
二
　

金
光
明
最
�
王
經
于
大
極
殿
一。
�
廷
之
儀
一
同
二

元
日
一。
�
二

律
師
�
慈
一

爲
二

講
師
一。

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

堅
藏
爲
二

讀
師
一。
聽
衆
一
百
。
沙
弥
一
百
。

辛
未
朔
　
三
　

　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
ヒ

　
　
ニ

　
　
ム
　
　
ラ

　
　
ヲ

十
一
月
癸
酉
。
�
二

�
于
畿
�
及
七
�
一。
令
レ

�
二

�
�
�
一。

四
　

　
　
ヘ
　
　
ク

　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ　
　
ニ

甲
戌
。
加
二

置
鑄
�
司
�
生
六
員
一。
�
レ

�
十
六
員
。

十
九

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

己
丑
。
以
二

從
四
位
下
石
川
王
一

爲
二

宮
�
�
一。

廿
二

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

壬
辰
。
宴
二

群
臣
於
中
宮
一。
散
位
正
六
位
上
大
倭
忌
寸
小
東
人
。
大
外
記
從
六
位
下
大
倭
忌
寸
水

　
　
ニ

　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ　
　
ノ

　
　
　
メ
ニ
　
　
　
ル
カ

　
　
ク

　
　
ニ

　
　
ヲ

守
二
人
。
賜
二

姓
宿
祢
一。
自
餘
族
人
　

�
姓
。
爲
レ

有
二

�
宣
一

也
。
�
授
二

小
東
人
外
從
五
位
下
一。
宴

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

　
　
シ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ

訖
五
位
已
上
賜
レ
　

物
有
レ

差
。
但
大
倭
宿
祢
小
東
人
。「
忌
寸
」
水
守
。
賜
レ
　

�
各
廿
疋  

。



庚
子
朔
　
十
二

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

十
二
月
辛
亥
。
以
二

兵
部
�
從
四
位
下
藤
原
�
臣
豊
成
一

爲
二

參
議
一。

廿
三

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ 

　
ス

壬
戌
。外
從
五
位
下
菅
生
�
臣
古
�
呂
爲
二

�
�
大
副
一。外
從
五
位
下
阿
倍
�
臣
虫
�
呂
爲
二

皇
后

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

宮
亮
一。
外
從
五
位
下
中
臣
熊
凝
�
臣
五
百
嶋
爲
二

員
外
亮
一。
從
五
位
下
池
邊
王
爲
二

�
匠
頭
一。
外
從

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

五
位
上
秦
忌
寸
�
元
爲
二

圖
書
頭
一。
從
五
位
下
宇
治
王
爲
二

�
藏
頭
一。
外
從
五
位
下
高
麥
太
爲
二

陰

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

陽
頭
�
陰
陽
師
一。外
從
五
位
下
小
治
田
�
臣
�
人
爲
二

散
位
頭
一。從
五
位
下
�
�
王
爲
二

治
部
大
輔

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

一。
外
從
五
位
下
大
倭
宿
祢
�
國
爲
二

玄
蕃
頭
一。
外
從
五
位
下
土
師
宿
祢
三
目
爲
二

�
陵
頭
一。
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ

下
阿
倍
�
臣
吾
人
爲
二

主
計
頭
一。從
五
位
下
大
�
宿
祢
兄
�
呂
爲
二

主
�
頭
一。從
五
位
下
石
川
�
臣

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

牛
養
爲
二

大
藏
少
輔
一。
外
從
五
位
下
紀
�
臣
鹿
人
爲
二

主
殿
頭
一。
從
四
位
上
御
原
王
爲
二

彈
正
尹
一。

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ

外
從
五
位
下
�
積
�
臣
老
人
爲
二

左
京
亮
一。從
四
位
下
門
部
王
爲
二

右
京
大
夫
一。外
從
五
位
下
太
�

　
　
ヲ　
　
ス
　
　
ト

臣
國
吉
爲
レ

亮
。

廿
七

　
　
　
メ
テ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ

〔
宮
子
〕

　
　
テ

　
　
ニ
　
　
ル

丙
寅
。
改
二

大
倭
國
一。
爲
二

大
養
�
國
一。」
是
日
。
皇
太
夫
人
藤
原
氏
就
二

皇
后
宮
一

見
二

�
正
玄
�
法

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
　
　
メ
ナ
リ　
　
ミ

　
　
ニ
　
　
ク

　
　
　
　
ス
ル
カ

　
　
ヲ

　
　
リ　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ
　
　
タ
　
　
テ

師
一。
　
天
皇
亦
幸
二

皇
后
宮
一。
皇
太
夫
人
爲
下
　

�
二

幽
憂
一

久
廢
中
　

人
事
上。
自
レ

誕
二

　
天
皇
一

未
二

曾

　
　
　
　
エ
玉
ハ

　
　
　
タ
ヒ

　
　
　
　
ト
シ
テ

　
　
ス

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
　
ヘ
玉
フ

　
　
シ

　
　
　
　
　
ト
云
コ
ト

　
　
セ

 

　
チ　
　
ス

相
見
一。
法
師
一
　

看
。
惠
然
　
開
晤
。
至
レ

是
�
与
二

　
天
皇
一

相
見
。
天
下
莫
レ

不
二
　
　

慶
賀
一。
�
施

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
リ

二

法
師
�
一
千
疋
。
綿
一
千
屯
。
絲
一
千
�
。
布
一
千
端
一。
�
賜
二
　

中
宮
�
官
人
六
人
位
一

各
有
レ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

差
。
亮
從
五
位
下
下
�
�
臣
眞
�
授
二

從
五
位
上
。
少
�
外
從
五
位
下
阿
倍
�
臣
虫
�
呂
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

下
。
外
從
五
位
下
�
忌
寸
馬
養
外
從
五
位
上
一。

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ル

　
　
リ

　
　
　
レ
リ

　
　
ヲ　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

是
年
春
。
疫
瘡
大
發
。
初
自
二

�
紫
一

來
。
經
レ

夏
渉
レ

秋
。
�
�
以
下
天
下
百
姓
。
相
繼
沒
死
　
　

　
　
ヲ
　
　
テ　
　
フ

　
　
タ
　
　
レ　
　
ラ

不
レ

可
二

�
計
一。
�
代
以
來
未
二

之
有
一

也
。

續
日
本
紀
巻
第
十
二

〔
御
本
�
記
〕

本
云

延
�
元
年
六
月
日
修
補
之
　
　
　
正
四
位
上
行
�
�
大
副
卜
部
�
豊

永
正
二
年
三
月
五
日
�
功
了


